
ちょっと、まった！ なに弱気になってるの！ みんなが暗くなってたら、

利用者の皆様はどうなるの？そして、自分たちもいづれは年を取るんだよ！どうにかしなく

ちゃ！みんなで集まって話し合いをしようよ！そして、それを行政に訴えようよ！人財育成

の為の研修だって、近くの事業所で集まって開けばいいじゃん！自分の事業所のことも大

事だけど、これからは、みんなで力を合わせないと訪問介護自体どうにかなっちゃうよ！  

それに、みんながそんな暗い顔してたら、新しい人も入って来ないよ！訪問介護は、やりが

いのある仕事なんだから！ 

 

これからの訪問介護のためにも 

『茨城県訪問介護協会』の一員になって、 

利用者のため、そして自分たちの未来の 

ためにもがんばろうよ！ 

詳しくは、裏面をご覧ください 



○ 会員及び関係団体との連携及び普及啓発

○ サービス提供責任者・訪問介護員の研修

○ 訪問介護事業所の管理運営のための事業

○ 訪問介護員の社会的地位向上への取組

○ 行政との情報・意見交換や政策提言

○ 県内の訪問介護従事者及び、訪問介護事業所を運営する法人により組織します。

個人会員 2,000円／年

法人会員 12,000円／年　＋　１事業所　3,000円／年

例）法人内の訪問介護事業所が、5ヶ所の場合　12,000＋（3,000×4）＝24,000円

○ 会費の納入は、6月の総会以降になります。

○ 別紙お申込み用紙に必要事項をご記入の上、下記住所へ郵送にてお願いいたします。

○ 法人会員のお申込みの場合は、運営する訪問介護事業所の概要等を添付して下さい。

茨城県訪問介護協議会事務局

〒310-0851　茨城県水戸市千波町1918　茨城県総合福祉会館5階

ＴＥＬ：029-243-8561 E-mail : iba-kaigo.k@ce.wakwak.com

ＦＡＸ：029-241-6799 担　当：

　　《お申込み・お問い合わせ》

　　　　事業所数に応じて

桐原・矢口

主な活動内容 

１ヘルパーの１事業所の問題は、県内または、訪問介護事業全

体の問題かもしれません。みんなで話し合い、協力しあい、改

善していきましょう。 

会    員 

年 会 費 

お申込み方法 


